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インボイス制度開始に伴う請求書等の様式変更について 

 
拝啓 貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申
し上げます。 
 さて、弊社では本年 10 月より始まりますインボイス制度に伴いシステムの改修及び請求書等の様式を変
更しており、インボイス制度に則った請求書を交付することになりました。また、下記の通りに変更点をご
連絡申し上げます。 
 大変ご不便をお掛けいたしますが、ご理解とご協力を賜り、何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げま
す。 

敬具 
記 

 
請求書（従来は請求明細書） 
 表題変更：請求明細書 → 請求書になります（以下、「請求書」といいます）。 
 項目新設：請求書の明細部に課税区分、税抜き合計、課税区分合計、振込先銀行欄を新設。 
 社印の印刷化：従来は押印していましたが、今後は⽩⿊印刷になります。 
※弊社ではインボイス制度の要件を満たした本請求書交付毎に消費税の端数処理を行うことになります。よ
って、インボイス制度下の請求書の保存要件としては本書を保存してください。総括請求書のみ交付してい
た取引先様もお送りいたします。今後の予定として 10 月１日からの売り上げより本請求書を交付します。 
 
合計明細書（従来は総括請求書） 
 表題変更：請求書 → 合計明細書になります。 
 社印の印刷化：従来は押印していましたが、今後は⽩⿊印刷になります。 
※従来は本請求書が総括請求書になりましたが、本請求書はインボイス制度の要件を満たしていないため、
以後、本請求書は合計明細書として、お送りした交付請求書を取り纏めた明細と合計金額を記載することに
なりました。今後の予定として 11 月以降は原則本書を交付することになります。 
※10 月は月中締めの御取引様に関しては請求書保存要件に従い従来の総括請求書をお送りさせていただき
ます。また、11 月以降は本明細書のみ送付させていただきます。 
※本明細書は上記請求書を保存した上であれば本明細書を適格請求書としてできます。 
 
手書きの請求書 
※従来の手書きの請求書はインボイス制度の要件を満たしていない事から、弊社にて新たに請求書を作成し
ました。本請求書は上記の請求書がなくともインボイス制度の要件を満たしております。 














